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(57)【要約】
【課題】  身体測定をいつでも実施でき、その身体測定
データに基づく健康診断結果を常時健康管理に役立てる
ことができると共に、誰にでも容易に使用できる使い勝
手のよい携帯身体測定機器および携帯無線通信機器およ
び携帯身体測定無線通信システムおよび身体測定機能内
蔵型携帯無線通信機器および健康管理システムを提供す
る。
【解決手段】  時間計測部４に設定した時間に使用者に
身体測定を促して体温,血圧,心電および心拍を身体測定
部５により測定する。上記測定された身体測定データを
健康管理支援者側に携帯電話／ＰＨＳ１３の送信手段を
介してインターフェース部１１により転送する一方、そ
の身体測定データに基づく健康診断結果を健康管理支援
者側から携帯電話／ＰＨＳ１３の受信手段を介してイン
ターフェース部１１により受け取る。そうして、上記身
体測定データと健康診断結果をＲＡＭ１０に記憶すると
共に表示部８により表示する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  機器本体を携帯する者の体温,血圧,心電
および心拍のうちの少なくとも１つを測定する身体測定
手段と、
上記身体測定手段により身体測定を実行する時間を計測
するための時間計測手段と、
上記身体測定手段により測定された身体測定データを無
線通信機器を介して健康管理支援者側または健康管理支
援装置側に転送する転送手段と、
上記健康管理支援者側または上記健康管理支援装置側か
ら上記身体測定データに基づく健康診断結果を上記無線
通信機器を介して受け取る健康診断結果受取手段と、
上記身体測定手段により測定された身体測定データおよ
び上記健康診断結果受取手段により上記健康管理支援者
側または上記健康管理支援装置側から受け取った健康診
断結果を記憶する記憶手段と、
上記記憶手段に記憶された上記身体測定データおよび上
記健康診断結果を表示する表示手段とを備えたことを特
徴とする携帯身体測定機器。
【請求項２】  請求項１に記載の携帯身体測定機器が接
続される携帯無線通信機器であって、
上記身体測定データを健康管理支援者側または健康管理
支援装置側に送信する送信手段と、
上記身体測定データを分析して得られた健康診断結果を
受信する受信手段とを備えたことを特徴とする携帯無線
通信機器。
【請求項３】  身体に装着する請求項１に記載の携帯身
体測定機器と、その携帯身体測定機器に有線または無線
により接続された請求項２に記載の携帯無線通信機器と
を備えたことを特徴とする携帯身体測定無線通信システ
ム。
【請求項４】  機器本体を携帯する者の体温,血圧,心電
および心拍のうちの少なくとも１つを測定する身体測定
手段と、
上記身体測定手段により身体測定を実行する時間を計測
するための時間計測手段と、
上記身体測定手段により測定された身体測定データを健
康管理支援者側または健康管理支援装置側に無線により
送信する送信手段と、
上記健康管理支援者側または上記健康管理支援装置側か
ら上記身体測定データに基づく健康診断結果を無線によ
り受信する受信手段と、
上記身体測定手段により測定された身体測定データおよ
び上記受信手段により上記健康管理支援者側または上記
健康管理支援装置側から受信した健康診断結果を記憶す
る記憶手段と、
上記記憶手段に記憶された上記身体測定データおよび上
記健康診断結果を表示する表示手段とを備えたことを特
徴とする身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器。
【請求項５】  請求項３に記載の携帯身体測定無線通信
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システムまたは請求項４に記載の身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器を携帯する使用者の健康管理を行う健康
管理システムであって、
上記携帯身体測定無線通信システムまたは上記身体測定
機能内蔵型携帯無線通信機器から送られた上記使用者の
身体測定データに対して統計的な分析を行う分析手段
と、
上記分析手段による分析結果に医師または健康管理の専
門家の所感を加えた健康診断結果を上記携帯身体測定無
線通信システムまたは上記身体測定機能内蔵型携帯無線
通信機器に返送する返送手段とを備えたことを特徴とす
る健康管理システム。
【請求項６】  コンピュータにより生命保険業務を行う
健康管理サービス付生命保険システムにおいて、
請求項５に記載の健康管理システムによる健康管理サー
ビスを生命保険の保険契約者に対して提供することを特
徴とする健康管理サービス付生命保険システム。
【請求項７】  請求項６に記載の健康管理サービス付生
命保険システムにおいて保険料を割り引きする健康管理
サービス付生命保険システムの保険料割引方法であっ
て、
上記携帯身体測定無線通信システムまたは上記身体測定
機能内蔵型携帯無線通信機器を用いた保険契約者の身体
測定の実施度が高いほど保険料の割引率が高くなるよう
に、コンピュータにより上記割引率を決定することを特
徴とする健康管理サービス付生命保険システムの保険料
割引方法。
【請求項８】  請求項１に記載の携帯身体測定機器にお
いて、
上記機器本体を携帯する者の運動量を測定する運動量測
定手段を備え、
上記運動量測定手段により測定された運動量に関する情
報を身体測定データとして上記転送手段により上記無線
通信機器を介して上記健康管理支援者側または上記健康
管理支援装置側に転送することを特徴とする携帯身体測
定機器。
【請求項９】  請求項４に記載の身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器において、
上記機器本体を携帯する者の運動量を測定する運動量測
定手段を備え、
上記運動量測定手段により測定された運動量に関する情
報を身体測定データとして上記送信手段により上記健康
管理支援者側または上記健康管理支援装置側に送信する
ことを特徴とする身体測定機能内蔵型携帯無線通信機
器。
【請求項１０】  請求項１に記載の携帯身体測定機器に
おいて、
上記機器本体を携帯する者のダイエットに関する情報を
入力するダイエット情報入力手段を備え、
上記ダイエット情報入力手段により入力されたダイエッ
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トに関する情報を上記転送手段により上記無線通信機器
を介して上記健康管理支援者側または上記健康管理支援
装置側に転送することを特徴とする携帯身体測定機器。
【請求項１１】  請求項４に記載の身体測定機能内蔵型
携帯無線通信機器において、
上記機器本体を携帯する者のダイエットに関する情報を
入力するダイエット情報入力手段を備え、
上記ダイエット情報入力手段により入力されたダイエッ
トに関する情報を上記送信手段により上記健康管理支援
者側または上記健康管理支援装置側に送信することを特
徴とする身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、携帯身体測定機
器,携帯無線通信機器,携帯身体測定無線通信システム,
身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器,健康管理システ
ム,健康管理サービス付生命保険システムおよびその保
険料割引方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来、体温,心電,心拍および血圧等を身
体測定機器で測定し、電話回線を利用してその測定デー
タを健康管理会社に送り、健康管理会社によって健康管
理するサービスが運用されている。ところが、上記身体
測定機器と電話回線を利用する健康管理サービスでは、
測定方法やデータの送信方法が煩雑であるという問題が
ある。
【０００３】そこで、そのような健康管理サービスの改
良版として、特開平９－１７３３０４号公報に開示され
た生体リスク管理方法を用いるものがある。この生体リ
スク管理方法は、生体リスク管理用アダプターおよびそ
のアダプター使用による携帯電話を媒体とすることによ
り、簡便に健康管理サービスを受けることを可能にして
いる。
【０００４】また、他の健康管理サービスとして、特開
平１０－２９５６５１号公報に開示された健康管理のた
めのシステムおよび携帯機器を用いるものがある。この
健康管理のためのシステムおよび携帯機器は、使い勝手
を良くするため、身につけて活用できる携帯型の機器に
した上、常時身に付ける前提を活かして、運動量の測定
データや摂取カロリーの入力等の健康管理の項目を広げ
る提案である。
【０００５】また、他の健康管理サービスとして、特開
２０００－７６３５４号公報に開示された情報システム
を用いるものがある。この情報システムは、健康情報も
含む個人の情報を蓄積し、携帯型機器を利用して今後の
生活に役立てようとするものである。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】ところが、特開平９－
１７３３０４号公報に開示された生体リスク管理方法
は、装置の携帯を配慮していないため、使用者および使
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用場所が大きく限定されるという問題がある。また、特
開平１０－２９５６５１号公報に開示されている健康管
理のためのシステムおよび携帯機器は、携帯型にする改
良を加えているが、センターコンピュータとのデータの
交信は、固定装置に装着してハンド処理が必要であり、
使い勝手が悪いという問題がある。さらに、特開２００
０－７６３５４号公報に開示されている情報システム
は、身体測定機器の持ち出しを考慮しておらず、常時健
康管理に役立てることができないという問題がある。
【０００７】そこで、この発明の目的は、身体測定をい
つでも実施でき、その身体測定データに基づく健康診断
結果を常時健康管理に役立てることができると共に、誰
にでも容易に使用できる使い勝手のよい携帯身体測定機
器および携帯無線通信機器および携帯身体測定無線通信
システムおよび身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器お
よび健康管理システムを提供することにある。
【０００８】また、この発明のもう1つの目的は、保険
契約者の健康管理に役立てることができ、保険金の支払
額を抑えることができる健康管理サービス付生命保険シ
ステムおよびその保険料割引方法を提供することにあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、第１の発明の携帯身体測定機器は、機器本体を携帯
する者の体温,血圧,心電および心拍のうちの少なくとも
１つを測定する身体測定手段と、上記身体測定手段によ
り身体測定を実行する時間を計測するための時間計測手
段と、上記身体測定手段により測定された身体測定デー
タを無線通信機器を介して健康管理支援者側または健康
管理支援装置側に転送する転送手段と、上記健康管理支
援者側または上記健康管理支援装置側から上記身体測定
データに基づく健康診断結果を上記無線通信機器を介し
て受け取る健康診断結果受取手段と、上記身体測定手段
により測定された身体測定データおよび上記健康診断結
果受取手段により上記健康管理支援者側または上記健康
管理支援装置側から受け取った健康診断結果を記憶する
記憶手段と、上記記憶手段に記憶された上記身体測定デ
ータおよび上記健康診断結果を表示する表示手段とを備
えたことを特徴としている。
【００１０】上記構成の携帯身体測定機器によれば、機
器本体を携帯する者の体温,血圧,心電および心拍のうち
の少なくとも１つを上記身体測定手段により測定して、
上記時間計測手段によりその身体測定を実行した時間を
計測する。そうして測定された身体測定データを上記転
送手段により無線通信機器を介して健康管理支援者側に
転送する。次に、上記健康管理支援者側から上記身体測
定データに基づく健康診断結果を上記無線通信機器を介
して上記健康診断結果受取手段により受け取り、上記身
体測定データおよび健康診断結果を上記記憶手段に記憶
する。そして、上記記憶手段に記憶された身体測定デー
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タおよび健康診断結果を上記表示手段により表示する。
なお、上記時間計測手段により計測された身体測定を実
行した時間のデータを上記身体測定データと共に扱うこ
とによって、身体測定データの経時変化等により正確な
健康診断結果が得られる。
【００１１】このように、常時携帯可能とすることで身
体測定をいつでも実施できると共に、身体測定データに
基づく健康診断結果が医者や健康管理の専門家などの健
康管理支援者から得られる。また、上記時間計測手段に
より身体測定を実行した時間が得られ、身体測定データ
の経時変化等の診断に有効に利用できる。したがって、
使い勝手が良く、使用することに負担を感じないので、
老若男女誰にでも容易に使用できる。なお、健康管理支
援者の代わりに、身体測定データに基づく健康診断処理
がプログラムされたコンピュータを用いた健康管理支援
装置でもよい。
【００１２】また、第２の発明の携帯無線通信機器は、
上記第１の発明の携帯身体測定機器が接続される携帯無
線通信機器であって、上記身体測定データを健康管理支
援者側または健康管理支援装置側に送信する送信手段
と、上記身体測定データを分析して得られた健康診断結
果を受信する受信手段とを備えたことを特徴としてい
る。
【００１３】上記構成の携帯無線通信機器によれば、上
記携帯身体測定機器に接続された携帯無線通信機器の上
記送信手段により、上記携帯身体測定機器の転送手段に
より転送された身体測定データを健康管理支援者側(ま
たは健康管理支援装置側)に送信して、健康管理支援者
側(または健康管理支援装置側)で上記身体測定データを
分析して得られた健康診断結果を上記受信手段により受
信する。そうして受信された健康診断結果を上記携帯身
体測定機器の健康診断結果受取手段により受け取る。こ
の携帯無線通信機器により、上記携帯身体測定機器を携
帯する者がどこにいても、健康管理支援者側(または健
康管理支援装置側)と身体測定データ, 健康診断結果の
やり取りが可能となる。
【００１４】また、第３の発明の携帯身体測定無線通信
システムは、身体に装着する上記第１の発明の携帯身体
測定機器と、その携帯身体測定機器に有線または無線に
より接続された上記第２の発明の携帯無線通信機器とを
備えたことを特徴としている。
【００１５】上記構成の携帯身体測定無線通信システム
によれば、上記携帯身体測定機器と携帯無線通信機器を
常時携帯することで身体測定をいつでも実施できると共
に、身体測定データに基づく健康診断結果が健康管理支
援者側(または健康管理支援装置側)から得られ、また、
設定した時間に身体測定を実行するように例えば利用者
に報知することにより測定を助けるように配慮している
ため、使い勝手が良く、使用することに負担を感じない
ので、老若男女誰にでも容易に使用できる。
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【００１６】また、第４の発明の身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器は、機器本体を携帯する者の体温,血圧,
心電および心拍のうちの少なくとも１つを測定する身体
測定手段と、上記身体測定手段により身体測定を実行す
る時間を計測するための時間計測手段と、上記身体測定
手段により測定された身体測定データを健康管理支援者
側または健康管理支援装置側に無線により送信する送信
手段と、上記健康管理支援者側または上記健康管理支援
装置側から上記身体測定データに基づく健康診断結果を
無線により受信する受信手段と、上記身体測定手段によ
り測定された身体測定データおよび上記受信手段により
上記健康管理支援者側または上記健康管理支援装置側か
ら受信した健康診断結果を記憶する記憶手段と、上記記
憶手段に記憶された上記身体測定データおよび上記健康
診断結果を表示する表示手段とを備えたことを特徴とし
ている。
【００１７】上記構成の身体測定機能内蔵型携帯無線通
信機器によれば、機器本体を携帯する者の体温,血圧,心
電および心拍のうちの少なくとも１つを上記身体測定手
段により測定して、上記時間計測手段によりその身体測
定を実行した時間を計測する。そうして測定された身体
測定データを上記送信手段により健康管理支援者側に無
線で送信する。次に、上記健康管理支援者側から上記身
体測定データに基づく健康診断結果を上記受信手段によ
り無線で受信し、上記身体測定データおよび健康診断結
果を上記記憶手段に記憶する。そして、上記記憶手段に
記憶された身体測定データおよび健康診断結果を上記表
示手段により表示する。なお、上記時間計測手段により
計測された身体測定を実行した時間のデータを上記身体
測定データと共に扱うことによって、身体測定データの
経時変化等により正確な健康診断結果が得られる。
【００１８】このように、常時携帯可能とすることで身
体測定をいつでも実施できると共に、身体測定データに
基づく健康診断結果が健康管理支援者側から得られる。
また、上記時間計測手段により身体測定を実行した時間
が得られ、身体測定データの経時変化等の診断に有効に
利用できる。したがって、使い勝手が良く、使用するこ
とに負担を感じないので、老若男女誰にでも容易に使用
できる。なお、健康管理支援者の代わりに、身体測定デ
ータに基づく健康診断処理がプログラムされたコンピュ
ータを用いた健康管理支援装置でもよい。
【００１９】また、第５の発明の健康管理システムは、
上記第３の発明の携帯身体測定無線通信システムまたは
上記第４の発明の身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器
を携帯する使用者の健康管理を行う健康管理システムで
あって、上記携帯身体測定無線通信システムまたは上記
身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器から送られた上記
使用者の身体測定データに対して統計的な分析を行う分
析手段と、上記分析手段による分析結果に医師または健
康管理の専門家の所感を加えた健康診断結果を上記携帯
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7
身体測定無線通信システムまたは上記身体測定機能内蔵
型携帯無線通信機器に返送する返送手段とを備えたこと
を特徴としている。
【００２０】上記健康管理システムによれば、上記携帯
身体測定無線通信システムまたは身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器から送られた身体測定データに対して上
記分析手段により統計的な分析を行う。例えば血圧につ
いて、過去に測定されたデータも用いて経時変化等が分
かるようにする。そうして得られた分析結果に対して医
師または健康管理の専門家が診断を行って、その健康診
断結果を上記返送手段により返送する。したがって、常
時携帯可能な携帯身体測定無線通信システムまたは身体
測定機能内蔵型携帯無線通信機器を用いて身体測定をい
つでも実施して、その身体測定データに基づく健康診断
結果を得ることができる。
【００２１】また、第６の発明の健康管理サービス付生
命保険システムは、コンピュータにより生命保険業務を
行う健康管理サービス付生命保険システムにおいて、上
記第５の発明の健康管理システムによる健康管理サービ
スを生命保険の保険契約者に対して提供することを特徴
としている。
【００２２】上記健康管理サービス付生命保険システム
によれば、上記健康管理システムによる健康管理サービ
スを生命保険会社などが生命保険の付加価値として保険
契約者に提供することによって、健康管理サービスに関
する機器の購入費および使用料を保険の掛け金に含める
ことで、健康管理システムの使用者の金銭的な負担を少
なくすることが可能である。また、生命保険会社にとっ
ては保険契約者の健康管理に役立てることができ、結果
として生命保険会社が支払う保険金の額を抑えることが
できる。
【００２３】また、一実施形態の健康管理サービス付生
命保険システムの保険料割引方法は、上記健康管理サー
ビス付生命保険システムにおいて保険料を割り引きする
健康管理サービス付生命保険システムの保険料割引方法
であって、上記携帯身体測定無線通信システムまたは上
記身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器を用いた保険契
約者の身体測定の実施度が高いほど保険料の割引率が高
くなるように、コンピュータにより上記割引率を決定す
ることを特徴としている。
【００２４】上記健康管理サービス付生命保険システム
の保険料割引方法によれば、上記携帯身体測定無線通信
システムまたは上記身体測定機能内蔵型携帯無線通信機
器を用いて保険契約者が身体測定を実施して健康診断を
受けることで、その保険契約者の身体測定の実施度に応
じて保険料の割引率を決定して保険料の割引を行うの
で、保険料の割引により保険契約者の増加を図ると共
に、保険契約者の身体測定の実施を促進し、保険契約者
の健康管理が強化されることにより生命保険会社の保険
金支払い額をさらに低減することができる。

8
【００２５】また、一実施形態の携帯身体測定機器は、
上記第１の発明の携帯身体測定機器において、上記機器
本体を携帯する者の運動量を測定する運動量測定手段を
備え、上記運動量測定手段により測定された運動量に関
する情報を身体測定データとして上記転送手段により上
記無線通信機器を介して上記健康管理支援者側または上
記健康管理支援装置側に転送することを特徴としてい
る。
【００２６】上記実施形態の携帯身体測定機器によれ
ば、上記運動量測定手段によって測定された上記機器本
体を携帯する者の運動量に関する情報を身体測定データ
として上記転送手段により上記無線通信機器を介して上
記健康管理支援者側(または健康管理支援装置側)に転送
するので、上記運動量から消費カロリー等を計算して、
健康診断(特に肥満対策などの健康管理)に有効に利用す
ることができる。
【００２７】また、一実施形態の身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器は、上記第４の発明の身体測定機能内蔵
型携帯無線通信機器において、上記機器本体を携帯する
者の運動量を測定する運動量測定手段を備え、上記運動
量測定手段により測定された運動量に関する情報を身体
測定データとして上記送信手段により上記健康管理支援
者側または上記健康管理支援装置側に送信することを特
徴としている。
【００２８】上記実施形態の身体測定機能内蔵型携帯無
線通信機器によれば、上記運動量測定手段によって測定
された上記機器本体を携帯する者の運動量に関する情報
を身体測定データとして上記送信手段により上記健康管
理支援者側(または健康管理支援装置側)に送信するの
で、上記運動量から消費カロリー等を計算して、健康診
断(特に肥満対策などの健康管理)に有効に利用すること
ができる。
【００２９】また、一実施形態の携帯身体測定機器は、
第１の発明の携帯身体測定機器において、上記機器本体
を携帯する者のダイエットに関する情報を入力するダイ
エット情報入力手段を備え、上記ダイエット情報入力手
段により入力されたダイエットに関する情報を上記転送
手段により上記無線通信機器を介して上記健康管理支援
者側または上記健康管理支援装置側に転送することを特
徴としている。
【００３０】上記実施形態の携帯身体測定機器によれ
ば、上記ダイエット情報入力手段により入力されたダイ
エットに関する情報(体重、飲食による摂取カロリー等)
を上記転送手段により無線通信機器を介して上記健康管
理支援者側(または健康管理支援装置側)に転送するの
で、上記ダイエットに関する情報を健康診断(特に肥満
対策などの健康管理)に有効に利用することができる。
【００３１】また、一実施形態の身体測定機能内蔵型携
帯無線通信機器は、上記第４の発明の身体測定機能内蔵
型携帯無線通信機器において、上記機器本体を携帯する
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者のダイエットに関する情報を入力するダイエット情報
入力手段を備え、上記ダイエット情報入力手段により入
力されたダイエットに関する情報を上記送信手段により
上記健康管理支援者側または上記健康管理支援装置側に
送信することを特徴としている。
【００３２】上記実施形態の身体測定機能内蔵型携帯無
線通信機器によれば、上記ダイエット情報入力手段によ
り入力されたダイエットに関する情報(体重、飲食によ
る摂取カロリー等)を上記送信手段により上記健康管理
支援者側(または健康管理支援装置側)に送信するので、
上記ダイエットに関する情報を健康診断(特に肥満対策
などの健康管理)に有効に利用することができる。
【００３３】
【発明の実施の形態】以下、この発明の携帯身体測定機
器,携帯無線通信機器,携帯身体測定無線通信システム,
身体測定機能内蔵型携帯無線通信機器,健康管理システ
ム,健康管理サービス付生命保険システムおよびその保
険料割引方法を図示の実施の形態により詳細に説明す
る。
【００３４】（第１実施形態）図１はこの発明の第１実
施形態の腕時計型の携帯身体測定機器および携帯無線通
信機器を用いた携帯身体測定無線通信システムの構成を
示すブロック図である。
【００３５】図１に示す腕時計型の携帯身体測定機器
は、ＣＰＵ(中央処理装置)１と、キー入力部２と、上記
キー入力部２を制御する入力制御部３と、時間計測手段
としての時間計測部４と、身体測定部５と、上記身体測
定部５を制御する測定制御部６と、ＲＯＭ(リード・オ
ンリー・メモリー)７と、表示部８と、上記表示部８を
制御する表示制御部９と、記憶手段としてのＲＡＭ(ラ
ンダム・アクセス・メモリー)１０と、携帯無線通信機
器としての携帯電話／ＰＨＳ１３を接続するのインター
フェース部１１と、上記インターフェース部１１を制御
するインターフェース制御部１２とを備えている。上記
入力制御部３と時間計測部４と測定制御部６とＲＯＭ７
と表示制御部９とＲＡＭ１０とインターフェース制御部
１２とがＣＰＵ１に夫々接続されている。
【００３６】上記身体測定部５と、上記身体測定部５と
測定制御部６で身体測定手段を構成し、表示部８と表示
制御部９で表示手段を構成し、インターフェース部１１
とインターフェース制御部１２で転送手段および健康診
断結果受取手段を構成している。また、上記携帯電話／
ＰＨＳ１３は、上記身体測定データを健康管理支援者側
に送信する送信手段と、上記身体測定データを分析して
得られた健康診断結果を受信する受信手段とを有してい
る。
【００３７】上記腕時計型の携帯身体測定機器におい
て、ＣＰＵ１は、ＲＯＭ７に格納されているプログラム
に基づいて機器全体を制御する。また、上記キー入力部
２は、複数の入力キーからなり、所定のキーを押下する
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と、その押下されたキーの情報が入力制御部３を介して
ＣＰＵ１に入力される。また、上記時間計測部４は、キ
ー入力部２により時刻が初期設定された後、時刻を計測
する。上記時間計測部４のもう１つの働きは、ＲＡＭ１
０に記憶されている測定時間情報１０３に基づいて、使
用者に測定時間が来たことを報知することと、身体測定
時の測定時間も計測することである。そうして、測定時
間が来たことを使用者が認識して、使用者がキー操作す
ると、キー情報がＣＰＵ１から測定制御部６を介して身
体測定部５に伝えられ、身体測定が実行される。上記身
体測定部５は、体温測定部５１と血圧測定部５２と心拍
測定部５３と心電測定部５４で構成されている。
【００３８】また、上記ＲＯＭ７は、機器本体の動作に
必要なプログラムおよび固定データを格納している。ま
た、上記ＣＰＵ１からの制御信号が表示制御部９を介し
て表示部８に伝えられる。上記表示部８の働きとして
は、通常状態の時刻表示、身体測定時の測定情報の表
示、健康管理支援者側または健康管理支援装置側として
の健康サービス会社からの健康診断結果の表示等があ
る。また、上記ＲＡＭ１０は、機器の処理に必要なデー
タを一時的に記憶するもので、記憶領域の一部は例えば
電源バックアップされ、本体電源がオフした後でもこの
記憶領域のデータは保持される。上記ＲＡＭ１０に身体
測定情報１０１と健康診断情報１０２と測定時間情報１
０３とを格納している。
【００３９】また、上記インターフェース部１１は、携
帯電話／ＰＨＳ１３に身体測定データを転送するもの
で、インターフェース制御部１２を介してＣＰＵ１に接
続されている。上記インターフェース制御部１２は、Ｃ
ＰＵ１の制御により、身体測定データを携帯電話／ＰＨ
Ｓ１３で制御可能なデータに変換して、インターフェー
ス部１１を介して携帯電話／ＰＨＳ１３に転送する。ま
た逆に、携帯電話／ＰＨＳ１３から健康診断結果を受け
取る場合は、インターフェース部１１を介して受け取っ
たデータをインターフェース制御部１２において機器で
制御可能なデータに変換して伝えられる。
【００４０】また、携帯電話／ＰＨＳ１３は、身体測定
データを健康サービス会社に送信する送信手段および上
記身体測定データを分析して得られた健康診断結果を受
信する受信手段を有している。
【００４１】図２は図１に示す腕時計型の携帯身体測定
機器の正面図を示しており、図２に示すように、機器本
体の表面に表示部２１を設けており、表示部２１は、例
えば１文字が１２×１２ドットで１行が１０文字の３行
の表示が可能な液晶表示装置である。図２では、例とし
て血圧測定時の表示内容を示している。
【００４２】上記腕時計型の携帯身体測定機器のキー入
力部２(図１に示す)は、表示部２１の上側と下側に配置
されている。上記表示部２１の上側に配置されているキ
ーは身体測定に使用するキーであり、２２は送信キー、
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２３は再実行キー、２４は中断キー、２５は実行キーで
ある。
【００４３】上記腕時計型の携帯身体測定機器では、予
め設定されている測定時間が来るとアラームが鳴り、使
用者が「実行キー」２５を押して、予めプログラムされ
た身体測定を開始する。上記表示部６により測定の状態
が確認可能であり、測定が正常で無い場合は「中断キ
ー」２４を押し、「再実行キー」２３により測定をやり
直す。一方、測定が正常に完了した場合は、「送信キ
ー」２２を押し、測定データを携帯電話／ＰＨＳ１３
(図１に示す)を経由して、健康サービス会社に送信す
る。この第１実施形態では、インターフェース部１２
(図１に示す)にブルートゥース(Bluetooth；携帯情報機
器向けの無線通信技術)を採用している。なお、インタ
ーフェース部は、Ｉｒ方式またはケーブル方式でも特に
問題はない。
【００４４】また、上記表示部２１の下側に配置されて
いるキーは各種の設定に使用するキーであり、２６は受
信キー、２７は設定キー、２８,２９は矢印キーであ
る。
【００４５】上記「設定キー」２７により、初期時刻設
定、測定時間の設定、測定内容（例えば血圧等）の設
定、測定方式（完全自動測定方式、または、測定時間が
来たことを使用者に報知した後に使用者が測定を開始す
る方式）の設定が実行される。上下の「矢印キー」２
８,２９は、各種の設定時に時刻／時間を進めたり遅ら
したりするため、または、測定の内容／方式を選択する
ために使用するキーである。また、「受信キー」２６
は、健康診断の結果を携帯電話／ＰＨＳ１３を経由し
て、健康サービス会社から受信するために使用する。
【００４６】また、図３は上記腕時計型の携帯身体測定
機器の表示内容を示しており、図３(a)は心拍と体温を
測定した場合の表示内容を示し、図３(b)は歩数や加速
度センサーを利用した運動量等の契約者の運動量を測定
する運動量測定手段を身体測定部５に有する場合の表示
内容を示している。「実行キー」２５を押して、運動量
を自動測定した後、運動量から消費カロリーを自動計算
し、健康サービス会社に健康診断の材料として送信す
る。このように、上記運動量測定手段により測定された
運動量から消費カロリーを計算して、健康診断(特に肥
満対策などの健康管理)に有効に利用することができ
る。
【００４７】また、図３(c)は体重、飲食による摂取カ
ロリー、運動による消費カロリー等のダイエットに関す
る情報を入力するダイエット情報入力手段をキー入力部
２が有する場合の表示内容を示している。摂取カロリー
の場合は朝食,昼食および夕食毎に摂取カロリーを入力
し、健康サービス会社に健康診断の材料として送信す
る。このように、上記ダイエット情報入力手段により入
力されたダイエットに関する情報を健康診断(特に肥満
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対策などの健康管理)に有効に利用することができる。
【００４８】また、図３(d)は健康サービス会社から送
られてきた健康診断結果を受信操作した後の表示例を示
している。
【００４９】このように、上記携帯身体測定機器および
携帯電話／ＰＨＳ１３を用いた携帯身体測定無線通信シ
ステムによれば、常時携帯することで身体測定をいつで
も実施できると共に、身体測定データに基づく健康診断
結果が健康管理支援者側から得られる。また、使い勝手
が良く、使用することに負担を感じないので、老若男女
誰にでも容易に使用することができる。
【００５０】上記第１実施形態では、腕時計型の携帯身
体測定機器および携帯電話／ＰＨＳで構成された携帯身
体測定無線通信システムについて説明したが、携帯身体
測定機器の機能と携帯無線通信機器の機能とを備えた身
体測定機能内蔵型携帯無線通信機器であってもよい。
【００５１】（第２実施形態）図４はこの発明の第２実
施形態の健康管理サービス付生命保険システムの構成を
示す概略図である。
【００５２】図４に示すように、この健康管理サービス
付生命保険システムは、ユーザー３１と、生命保険会社
３８と、健康サービス会社４０と、銀行４３で構成さ
れ、各々はネットワーク４４を介して接続されている。
上記生命保険会社３８は、健康サービス会社４０に保険
契約者の健康管理サービスを委託している。
【００５３】ここで、上記ユーザー３１は、契約者Ａ３
２とその契約者Ａ３２が携帯する携帯身体測定無線通信
システム３３、および、契約者Ｂ３５とその契約者Ｂ３
５が携帯する携帯身体測定無線通信システム３６により
構成されていると仮定する。また、契約者Ａ３２と契約
者Ｂ３５は、図５に示す内容で生命保険会社３８と契約
を夫々結んでいる。すなわち、図５に示すように、契約
者毎に、保険の種類,証券番号,被保険者氏名,契約日,期
間,保健料および保健金額(死亡時,入院および通院)の内
容で契約が結ばれている。
【００５４】なお、上記携帯身体測定無線通信システム
３３,３６は、第１実施形態の携帯身体測定無線通信シ
ステムと同一の構成をしており、身体測定した結果を測
定データ３４,３７(身体測定データ)として夫々送信す
る。また、上記健康サービス会社４０は、健康管理支援
者および健康管理を支援するためのコンピュータ(図示
せず)を有し、このコンピュータは、携帯身体測定無線
通信システムから送られた身体測定データに対して統計
的な分析を行う分析手段と、上記分析手段による分析結
果に医師または健康管理の専門家の所感を加えた健康診
断結果を上記携帯身体測定無線通信システムに返送する
返送手段とを有している。このコンピュータと携帯身体
測定無線通信システムで健康管理システムを構成してい
る。
【００５５】まず、上記健康管理サービス付生命保険シ
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ステムにおける情報の流れについて説明する。
【００５６】上記ユーザー３１を構成する契約者Ｂ３５
が携帯身体測定無線通信システム３６を活用し、身体測
定データとしての測定データ３７を健康サービス会社４
０に送信する。その測定データ３７を受信した健康サー
ビス会社４０は、測定データ３７を測定データの集計結
果４２として集計し、統計的に分析を加えた上、医師ま
たは健康管理の専門家の所感を加えた健康診断結果とし
ての健康情報４１を契約者Ｂ３５に返送する。なお、健
康サービス会社４０は、測定データ集計結果４２を生命
保険会社３８にも送信する。
【００５７】図６(a)は測定データ集計結果４２の契約
者Ａ３２の測定データの内容を示し、図６(b)は契約者
Ｂ３５の測定データの内容を示している。図６(a),図６
(b)に示すように、上記測定データには、測定の年月日,
体温,血圧,心電,心拍および運動量の項目があり、体温
の項目は値(℃)と測定時間、血圧の項目は値(ｍｍＨg)
と測定時間、心電の項目は状態と測定時間、心拍の項目
は値(回／分)と測定時間である。
【００５８】上記生命保険会社３８は、受信した契約者
の測定データの集計結果４２を、図７に示す測定回数の
評価ファクターおよび図８に示す運動量の評価ファクタ
ーにより評価する。すなわち、図７の測定回数の評価フ
ァクターは、１日２回以上を評価Ａ、１日１回を評価
Ｂ、週３回以上を評価Ｃ、週１回以上を評価Ｄ、週１回
未満を評価Ｅとする。また、図８の運動量の評価ファク
ターは、２００００Ｋcal以上を評価Ａ、２００００Ｋc
al未満を評価Ｂ、１５０００Ｋcal未満を評価Ｃ、１０
０００Ｋcal未満を評価Ｄ、５０００Ｋcal未満を評価Ｅ
とする。図９は契約者Ｂ３５の評価結果を示しており、
月毎の測定回数(体温,血圧,心電および心拍)と運動量に
基づいて総合ポイントを評価している。
【００５９】さらに、保険料割引率基準(図１０に示す)
により、上記総合ポイントに基づいて契約者の保険料に
適用する保険料割引率３９を算出する。すなわち、図１
０に示すように、総合ポイント２０以上は割引率１５
％、総合ポイント１６以上は割引率１０％、総合ポイン
ト１２以上は割引率５％、総合ポイント８以上は割引率
０％、総合ポイント８未満は割引率＋５％とする。そう
して算出された割引率により更新される月額保険料をユ
ーザー３１の契約者に通知する。
【００６０】そして、契約者は、更新月額保険料を確認
し、契約の継続または解約を判断する。もし、解約する
場合は、その旨を生命保険会社４０に連絡する。契約者
が解約を申し出なければ、契約は自動継続される。
【００６１】次に、上記健康管理サービス付生命保険シ
ステムにおけるお金の流れについて説明する。
【００６２】図４に示すように、ユーザー３１の契約者
が保険契約を継続する場合は、保険料を口座引き落とし
等の手段で銀行４３に支払う。そして、銀行４３は、複
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数の契約者の保険料を取りまとめて生命保険会社３８に
収める。
【００６３】図１１～図１３は上記健康管理サービス付
生命保険システムの処理を説明するフローチャートであ
る。
【００６４】最初に健康管理サービスの処理について説
明する。
【００６５】まず、ステップＳＹ１で、ユーザーが携帯
身体測定機器を装着する。その後の測定開始までの手続
きに関しては既に第１実施形態で説明しているので省略
する。そして、ステップＳＹ２で測定を開始し、ステッ
プＳＹ３で測定が終了する。
【００６６】次に、ステップＳＹ４で測定内容を確認
し、ステップＳＹ５で測定内容に基づいて測定を終了す
るか否かを判断する。このステップＳＹ２～ステップＳ
Ｙ５は、測定内容が正常になるまで継続される。
【００６７】そして、ステップＳＹ４で測定を終了した
と判断した場合は、ステップＳＹ６で測定データを保存
し、ステップＳＹ７で送信ボタンを押し、ステップＳＹ
８で測定データを健康サービス会社４０に送信する。
【００６８】次に、健康サービス会社４０は、ステップ
ＳＹ９で測定データを受信し、図１２に示すステップＳ
Ｙ１０でユーザーＩＤを確認し、ステップＳＹ１１に進
み、測定データを一旦保存する。
【００６９】次に、ステップＳＹ１２で測定データを分
析し、ステップＳＹ１３で分析結果の情報を作成する。
次に、ステップＳＹ１４で、ステップＳＹ１３で作成し
た情報が、体調の異常等で契約者に伝達事項が有るか否
かを判断する。そして、伝達事項がなければ、ステップ
ＳＹ１６で、「測定データを受信して保存した。」旨、
契約者に送信する。一方、伝達事項が有る場合は、ステ
ップＳＹ１５で契約者に情報を通知すると共に、ステッ
プＳＹ１６の「測定データを受信して保存した。」旨も
合わせて通知する。
【００７０】次に、契約者は、図１３に示すステップＳ
Ｙ１７で測定データの保存完了の通知を受信し、この処
理は終了する。
【００７１】引き続き、図１１～図１３にしたがって保
険の契約継続と保険料の支払いに関する処理について説
明する。
【００７２】まず、生命保険会社３８は、図１１に示す
ステップＳＬ１で、健康サービス会社４０に契約者の測
定データ集計結果４２の収得を指示する。
【００７３】次に、健康サービス会社４０は、ステップ
ＳＬ２で生命保険会社から測定データ集計結果４２の収
得指示を受け取り、ステップＳＬ３で測定データ集計結
果４２を生命保険会社３８に送信する。
【００７４】次に、生命保険会社３８は、ステップＳＬ
４で測定データ集計結果４２を健康サービス会社４０か
ら受信する。次に、ステップＳＬ５に進み、測定データ
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集計結果４２を評価し、ステップＳＬ６で評価による保
険料の割引率を考慮して、保険料を算出する。そして、
図１３に示すステップＳＬ７で更新する保険料を契約者
に通知すると共に、ステップＳＬ８で保険料を請求書で
請求する。
【００７５】契約者は、ステップＳＬ９で保険料の通知
を受け取り、契約を継続する場合はステップＳＬ１０で
支払い方法を生命保険会社３８に指示する。そして、ス
テップＳＬ１１で銀行４３等を経由して生命保険会社３
８にクレジットを支払い、この処理は終了する。
【００７６】図１４,図１５は健康サービス会社４０か
ら契約者に通知する健康情報の表示内容を示している。
すなわち、図１４(a)は血圧測定データに対する分析結
果の表示例を示し、図１４(b)は血圧測定データに対す
る指導内容の表示例を示している。また、図１４(c)は
朝食の摂取カロリーに対する分析結果の表示例を示し、
図１４(d)は朝食の摂取カロリーに対する指導内容の表
示例を示している。また、図１４(e)は昼食の摂取カロ
リーに対する分析結果の表示例を示し、図１４(f)は昼
食の摂取カロリーに対する指導内容の表示例を示してい
る。さらに、図１５(a)は夕食の摂取カロリーに対する
分析結果の表示例を示し、図１５(b)は夕食の摂取カロ
リーに対する指導内容の表示例を示している。
【００７７】このように、上記健康管理サービス付生命
保険システムによれば、健康管理システムによる健康管
理サービスを生命保険会社が生命保険の付加価値として
保険契約者に提供することによって、健康管理サービス
に関する機器の購入費および使用料を保険の掛け金に含
めることで、健康管理システムの使用者の金銭的な負担
を少なくすることができる。また、生命保険会社にとっ
ては保険契約者の健康管理に役立てることができ、結果
として生命保険会社が支払う保険金の額を抑えることが
できる。
【００７８】上記第１,第２実施形態では、携帯身体測
定無線通信システムの携帯無線通信機器として携帯電話
／ＰＨＳ１３を用いたが、携帯無線通信機器はこれに限
らず、携帯身体測定機器が接続される他の携帯無線通信
機器でもよい。
【００７９】また、上記第１,第２実施形態では、身体
測定手段として体温,血圧,心電および心拍を測定する身
体測定部５を用いたが、身体測定手段は歩数や加速度な
どの他の項目を測定するものでもよい。
【００８０】
【発明の効果】以上より明らかなように、この発明の携
帯身体測定機器および携帯無線通信機器および携帯身体
測定無線通信システムおよび身体測定機能内蔵型携帯無
線通信機器および健康管理システムによれば、常時携帯
可能な携帯型機器とした上で、身体測定をいつでも実施
できるため、使い勝手が良く、使用することに負担を感
じない。これにより老若男女誰にでも容易に使用するこ
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とができる。
【００８１】また、この発明の健康管理サービス付生命
保険システムおよびその保険料割引方法によれば、生命
保険会社のサービスとして健康管理サービスを提供する
ことにより、機器の購入費および使用料を保険の掛け金
に含めることにより、使用者の金銭的な負担を少なくす
ることが可能であり、かつ保険料の割引等の金銭的なメ
リットも享受することができる。一方、生命保険会社に
とっては、この発明を契約者に付加価値サービスとして
提供できる上、保険契約者の健康管理に役立てることが
でき、結果として保険金の支払い額を抑えることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  図１はこの発明の第１実施形態の腕時計型の
携帯身体測定機器および携帯無線通信機器を用いた携帯
身体測定無線通信システムの構成を示すブロック図
【図２】  図２は上記腕時計型の携帯身体測定機器の外
観を示す正面図である。
【図３】  図３(a)は心拍と体温の測定時の表示例を示
す図であり、図３(b)は運動内容の測定時の表示例を示
す図であり、図３(c)は摂取カロリー入力時の表示例を
示す図であり、図３(d)は健康診断結果の表示例を示す
図である。
【図４】  図４はこの発明の第２実施形態の健康サービ
ス付生命保険システムの構成を示す概略図である。
【図５】  図５は保険契約の内容を示す図である。
【図６】  図６(a)は契約者Ａの測定データの集計結果
を示す図であり、図６(b)は契約者Ｂの測定データの集
計結果を示す図である。
【図７】  図７は測定回数による評価基準を示す図であ
る。
【図８】  図８は運動量による評価基準を示す図であ
る。
【図９】  図９は契約者Ｂの測定データの集計結果の評
価結果を示す図である。
【図１０】  図１０は保険料の割引基準を示す図であ
る。
【図１１】  図１１は健康サービス付生命保険の実行の
処理を説明するフローチャートである。
【図１２】  図１２は図１１に続くフローチャートであ
る。
【図１３】  図１３は図１２に続くフローチャートであ
る。
【図１４】  図１４(a),(b)は血圧測定データに対する
分析結果と指導内容の表示例を示す図であり、図１４
(c),(d)は朝食の摂取カロリーに対する分析結果と指導
内容の表示例を示す図であり、図１４(e),(f)は昼食の
摂取カロリーに対する分析結果と指導内容の表示例を示
す図である。
【図１５】  図１５(a),(b)は夕食の摂取カロリーに対
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する分析結果と指導内容の表示例を示す図である。
【符号の説明】
１…ＣＰＵ、
２…キー入力部、
３…入力制御部、
４…時間計測部、
５…身体測定部、
６…測定制御部、
７…ＲＯＭ、
８…表示部、
９…表示制御部、
１０…ＲＡＭ、
１１…インターフェース部、
１２…Ｉ／Ｆ制御部、 *

18
*２０…携帯身体測定機器、
２１…表示部、
２２…送信キー、
２３…再実行キー、
２４…中断キー、
２５…実行キー、
２６…受信キー、
２７…設定キー、
２８,２９…矢印キー、
５１…体温測定部、
５２…血圧測定部、
５３…心拍測定部、
５４…心電測定部、

【図２】 【図３】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図１０】

【図１５】
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【図１】
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【図４】

【図９】
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【図１１】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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(54)【発明の名称】  携帯身体測定機器，携帯無線通信機器，携帯身体測定無線通信システム，身体測定機能内蔵型携
                    帯無線通信機器，健康管理システム，健康管理サービス付生命保険システムおよびその保険料割
                    引方法
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